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〈１〉 総  則 

 

１． この仕様書は、令和８年度に交野市（以下「当市」という。）が製作する予防査察車（以下「査察

車」という。）の艤装、性能並びにこれに関する工作一切に適用する。 

 

２． 査察車の製作は、この仕様書および製作承認図等（契約後受注者にて作成のこと。）によるほ

か、製作された車両は道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）および道路運送車両の保

安基準（昭和２６年運輸省第６７号）に適合し、緊急自動車として承認が得られるものであるこ

と。 

 

３． 契約後に生じた疑義は、すべて当市の解釈に従うものとし、製作に伴う諸種の理由で本仕様

書に変更を必要とするとき、或いは不審の生じたときは直ちに当市に連絡の上その指示を受

けること。 

 

４． 製作にあたっては、次の点に留意すること。 

（１）軽量、頑丈、優美であること。 

（２）製作、艤装全般にわたり厳重に検査を実施すること。 

 

５． 受注者は、この仕様書の記載がないものであっても当然必要とされるものは製作すること。 

 

６． 製作に先立ち、次の図書を契約後すみやかに提出し、承認を受けるとともに細部にわたり充

分な打ち合わせを行って、当市の指示を受けること。 

（１）製作工程表 ２部 

（２）承認図    ２部 

 

７．  仕様書、承認図等により係員立ち会いの上、検査を次により行う。 

（１）艤装中間検査 

（２）完成検査 

 

８．  納期は令和８年１２月３１日まで、納入場所は交野市消防本部とし、納入検査をもって消防本

部に引き渡しを完了すること。また、納車時は、新規登録後、車両等の十分な点検整備及び

清掃を行い、燃料タンクは満量とすること。 

 

９．  自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税及びリサイクル料を除く全ての経費は受注者の    

負担とすること。 
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１０．  設計、製作、材料、部品等について特許その他権利上の問題が起こった時は、受注者が

その責任を負うこと。 

 

１１．  完成納入後といえども設計不良及び材質不良等に起因する不都合箇所発生の場合は無

償にて交換、修理を行うこと。 

 

１２．  保証期間は１年とする。但し、メーカーの公表する保証期間がそれ以上の場合は、その期 

限までとすること。 

 

１３．  受注者は、車両納入後当市の指定する日に各操作の取扱要領について、担当者を派遣し

説明を行うものとする。 

 

１４．  車両登録番号は当市が指定する番号を取得すること。 

 

〈２〉 仕 様 

 

１． 使用車種 

（１）車体の形状    軽自動車バンタイプ  ５ドア A/T 

（２）駆動方式       ２WD 

（３）全長         ３４００ｍｍ以下 

（４）全幅         １４８０ｍｍ以下 

（５）全高         ２０００ｍｍ以下 ※別途指示する散光警光灯の取付け含む。 

（６）ホイルベース    ２５２０ｍｍ以下   

（７）エンジン       ターボエンジン 

（８）乗車人員      ４人以下 

 

２． 車体の架装・艤装 

  （１）塗 装     消防色全塗装（メーカー純正赤色可能） 

  （２）散光式警光灯 

      ルーフ前部中央の指示する位置に台座及び自在金具を用いて取り付け、警光灯の自重 

     に十分耐えるよう補強を施すこと。 

 （３）電子サイレン装置 

      前席付近に電子サイレンアンプを設置し、マイクは使用しやすい位置に設けること。 

（４）消防マーク 

   フロントマスク中央部に取り付けること。 

（５）指定文字記入 
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①本部マークを左右フロントドア部に張り付けること。 

②無線呼び出し名称を左右フロントドアの指定する場所にステッカー式で記入すること。 

③車両前部指定位置に“星のまち☆かたの”のマークをステッカー式で記入すること。 

              ④市章を左右フロント部に張り付けること。 

 

     ※ 上記に関し、文字サイズ・字体等、詳細は別途指示する。 

 

３．無線機 

    当市支給品デジタル無線機一式の移設工事を当市の指定する業者（富士通 Japan株式会

社 社会ネットワークソリューション事業部）により行うこと。詳細については別途協議。 

 

４． ドライブレコーダー 

当市支給品ドライブレコーダーの移設工事を行うこと。 

 

５．消火器 

    自動車用消火器１０型１本を車内の指定位置に取り付けること。 

 

６．その他の装備・付属品は別表のとおりとする。 
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別 表 

装備品（車両付属、取り付け品） 

番号 品名 数量 内容 

１ 消防マーク １組  

２ 散光式警光灯  
大阪サイレン 

NX-MS-XY1-A 

３ 電子サイレン装置  

大阪サイレン 

Mark-D1 TSK-D151Y 

※メッセージ５チャンネル増設 

（内容は別途指示） 

４ 消火器 １本 ABC粉末消火器（車両用） 

５ フロアマット １式  

６ サイドバイザー  取付可能箇所 全席 

７ タイヤチェーン 一式 ゴム製 

８ 予備タイヤ １本  

９ 停止表示板 １組  

１０ ナンバープレート枠  前後 

１１ エアコン １式  

１２ ドアミラー  電動格納式 

１３ パワーウインドゥ  運転席・助手席 

１４ プライバシーガラス  後部・荷室・バックドア 

１５ ドライブレコーダー  移設 

    

 


